
（事業者） 

 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基づいて、重要な

事項を説明しました。 

  所在地     富士市 

  名称       

 

  説明者氏名                                    印 

 

 

（利用者） 

 私は、本書面により、事業者から介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントについての重要事項の説明を

受け、サービスの提供開始に同意します。 

 

住 所                                       

 

氏 名                                     印 

 

 

（代筆者） 

住 所                                       

 

氏 名                                     印 

 
（利用者との関係                 ） 

 

 

                                   令和     年    月     日 

重要事項説明書 

 

この契約の趣旨について 

●｢要支援１｣｢要支援２｣の認定を受けた方または、「介護予防・生活支援サービス事業対象者」となった方は、

｢介護予防サービス｣「介護予防・生活支援サービス」をご利用いただくことになります。 

●｢介護予防サービス｣「介護予防・生活支援サービス」の利用にあたっては、｢介護予防サービス・支援計画

書」の作成等を行う必要がありますが、これらの業務は「地域包括支援センター（または地域包括支援セン

ターが委託した居宅介護支援事業所）」があなたと契約を締結して作成することになっています。 

１．事業所の概要 

運営主体の法人名（事業

者名） 

（フリガナ）  

 
法人の種類  

運営主体の所在地  

代表電話番号・FAX 番号 TEL ０５４５ –    –  FAX ０５４５ –    –  

ホームページアドレス ある・なし http://www. 

運営主体の開設年月 （西暦）    年    月 

運営主体の代表者氏名  

（フリガナ） 

事業所名 

 

 

管理者の役職・氏名  

事業所の所在地  富士市 

交通の方法  

代表電話番号・FAX 番号 TEL ０５４５ –     – FAX ０５４５ –     –  

介護保険の指定番号  

指定年月日 （西暦）    年   月   日 

指定更新年月日 （西暦）    年   月   日 

運営の方針と事業所の

特色など 

 

可能な限りその居宅において、（能力に応じた）自立した生活を営むことができる

よう、適切な介護予防サービス及び支援計画書を作成し、介護予防サービス等

の提供が確保されるよう、サービス事業者等との連絡調整を行います。 

 

 

※４ 

http://www.


 

２．職員の体制に関する事項 

所属する担当職員

の人数・構成 

保健師の人数 

常勤 非常勤 常勤換算 

人 人 人 

主任介護支援専門員の人数 

常勤 非常勤 常勤換算 

人 人 人 

社会福祉士の人数 

常勤 非常勤 常勤換算 

人 人 人 

その他の職員の人数 

常勤 非常勤 常勤換算 

人 人 人 

 

 

３．サービスの内容等に関する事項 

営業時間 

（窓口対応可能時間） 

曜日  ～  曜日 

（              を除く） 

：  ～  ：   

サービス提供地域 富士市内全域 

緊急時の対応  営業時間外の緊急の相談等については、携帯電話への転送等により対応します。 

苦情・相談対応窓口の 

名称・連絡先・対応時間 

事業所又は法人に設置され

た苦情・相談対応窓口 

担当者  

連絡先電話番号（      –    -      ） 

対応時間   （   ：    ～    ：     ） 

（                   を除く） 

市の苦情・相談対応窓口 

（介護保険制度全般に関するこ

と) 

名称 富士市 介護保険課 

連絡先電話番号（ ０５４５ – ５５ – ２７６７ ） 

対応時間   （ ８ ： ３０ ～ １７ ： １５ ） 

（土､日、祝日、１２／２９～１／３を除く） 

 

市の苦情・相談対応窓口 

（事業者指導に関すること) 

名称 富士市 福祉総務課 福祉指導室 

 連絡先電話番号（ ０５４５ – ５５ – ２８６３ ） 

 
対応時間   （ ８ ： ３０ ～ １７ ： １５ ） 

（土､日、祝日、１２／２９～１／３を除く） 

 
市の苦情・相談対応窓口(介

護予防ケアマネジメントにつ

いて) 

名称 富士市 高齢者支援課 

 連絡先電話番号（ ０５４５ – ５５ – ２９５１ ） 

 
対応時間   （ ８ ： ３０ ～ １７ ： １５ ） 

（土､日、祝日、１２／２９～１／３を除く） 

 

国保連苦情・相談対応窓口

（介護サービス苦情相談窓

口） 

名称 静岡県国民健康保険団体連合会 

連絡先電話番号（０５４-２５３-５５９０） 

対応時間   （ ９：００ ～ １７：００ ） 

（土､日、祝日、１２／２９～１／３を除く） 

 
※介護保険サービスの指定を併せて受けている事業所に

対する苦情のみとなります。 

事故発生時の対応 

担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供によ

り事故が発生した場合には速やかに市、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措

置を講じ、管理者に報告します。 

秘密の保持 

担当職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。なお、サービス担当

者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の

個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ個人情報利用同意書により得ま

す。 

利用料 
基本的に利用者負担はありませんが、保険料の滞納等により利用者負担が発生する場合

もあります。 

介護予防サービス事業所

の選択について 

担当職員は、利用者の意思に基づいた契約とするため、利用者やその家族に対してケアプ

ランに位置付ける介護予防サービス事業所について、複数の事業所の紹介をすることや、

その事業所をケアプランに位置付けた理由を説明します。 

医療機関との連携につい

て 

入院時における医療機関との連携のために、入院時に担当職員の氏名等を入院先医療機

関に提供をしてください。 

状況の把握 

●介護予防支援業務、介護予防ケアマネジメントプランＡ 

担当職員は、３か月に1回は利用者宅を訪問して利用者に面接し、状況の把握をします。利

用者宅を訪問しない月においては、サービス事業所を訪問する等の方法で利用者に面接

するよう努めるとともに、面接が出来ない場合には電話等により利用者との連絡をし状況の

把握をします。 

●介護予防ケアマネジメントプランＢ、介護予防ケアマネジメントプランＣ 

担当職員は、必要に応じて利用者宅の訪問・電話、または、サービス事業所を訪問する等

の方法で状況の把握をします。 

虐待防止について 
利用者の人権擁護等、虐待防止等の観点から、必要な職員研修を実施するとともに、関係

機関等との連携を図ります。 

感染症対策について 事業所において感染症が発生し、または、まん延しないように必要な措置を講じます。 

業務継続計画について 感染症や自然災害が発生した場合も業務継続に向け、必要な措置を講じます。 

身体的拘束等について 

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 

身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。身体拘束等を行う場合は、

身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。 

ハラスメント行為防止に

ついて 

適切な指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供を確保する観点から、ハラ

スメント行為への対策を講じます。 

指定介護予防支援及び介

護予防ケアマネジメント

の委託の有無 

（ あり ・ なし ） 
委託先の居宅介護

支援事業者 
 

 


